
　動画や写真を活用して、より多く
の人に市の魅力を発信するため、Ｓ
ＮＳで市の魅力を紹介する「インフ
ルエンサー」を募集します。補助対
象となったインフルエンサーへ、投
稿にかかった経費の一部を最大20万
円補助します。
　詳しくは、本広報課（ＴＥＬ㉒2１８2）へ。

対象　ＳＮＳのフォロワーまた
はチャンネル登録者数が10万
人以上のアカウントの管理者
対象のＳＮＳ　ＹｏｕＴｕｂｅ、 Ｉｎｓｔａ
ｇｒａｍ、 ＴｉｋＴｏｋ
補助金額　対象経費の１０分の１０
（上限１8万円）　※しぶかわ推し
に関連する投稿を行った場合は

動画や写真を活用してＳＮＳで市の魅力を紹介する
「インフルエンサー」を募集

　 ID  15437

副市長に堀越正勝さんが
就任しました

　 ID  6095　 ID  ２133

監査委員に
髙木さんが就任しました
　田中誠さんの任期満了に伴い、４月１
日から髙木捷

しょうじ

治さん（渋川／御蔭）が監査
委員に就任しました。
　詳しくは、二監査委員事務局（ＴＥＬ㉕７４2
2）へ。

　監査委員は、公正で合理的かつ効率的
な地方公共団体の行政を確保するために、
地方自治法に基づいて設置される執行機
関です。主に市の財務に関する事務の執
行と、経営に係
る事業の管理を
監査します。
　高木さんの任
期は、令和８年
４月1日から令
和１2年３月3１日
までの4年間で
す。

　令和８年３月定例会において市議
会の同意を得て、堀越正勝さんが４
月１日付けで本市の副市長に就任し
ました。堀越さんは、昭和６１年に県
職員となり、国保援護課長、人事課
長、生活こども部副部長、総務部長
などを歴任しました。
　詳しくは、本秘書課（ＴＥＬ㉒2１１0）へ。

任期　令和８年４月1日～令和１2年３月3１日
〈堀越副市長のコメント〉
　４月から副市長に就任いたしました。
　全国の多くの自治体が人口減少や公共施設の老朽化、厳
しい財政状況といった課題を抱える中で、ここ渋川市も例
外ではありません。将来世代に不安を残さない、未来を見
据えた持続可能な渋川市を作るため、星名市長のもとで職
員一同が力を合わせ「オール渋川市役所・チーム渋川市役
所」で取り組めるよう、微力ながら尽力してまいります。
　皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。

上限２０万円
募集人数　３人（予定）　※審査
を経て決定します
応募方法　市ホームページの応
募フォームを入力してください
募集期間　５月１１日（月）～６月
3０日（火）　※詳細は、市ホーム
ページを確認してください
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　　観光振興の指針となる「第４
次渋川市観光基本計画」に市民
の皆さんの声を反映させるた
め、渋川市観光基本計画ワーキ
ングチームのメンバーを募集し
ます。
　詳しくは、二観光課（ＴＥＬ㉒2８７
３）へ。

観光基本計画ワーキングチームメンバーを募集
市の観光について皆さんの意見を聞かせてください

　 ID  15356

募集人数　２人以内
応募資格　応募日現在、次の全
てに当てはまる人
▷市内在住･在勤の満18歳以上
▷市の観光振興に関心がある
▷国や地方公共団体の議員また
は常勤職員でない
▷市の他の付属機関などの委員
でない
▷平日昼間の会議に出席できる
会議回数　５回程度を予定
※メンバーの氏名や発言内容に
ついて公表する場合があります
任期　委嘱日～令和９年３月3１日

（水）

報償　日額6,１００円
応募方法　申込書（観光課また
は市ホームページにあります）
に必要事項を記入し、「これか
らの渋川市の観光について」を
テーマとした作文を４００字以内
にまとめて、郵送（〒3７７―8５０１･
石原8０）、ファクス（㉒2１32）、メ
ール（kankou@city.shibukawa.gun
ma.jp）または直接観光課へ
※応募書類は返却しません
応募期限　５月22日（金）必着
選考方法など　書類審査による
選考のうえ、結果を応募者全員
に文書で通知します

チーム渋川ミーティングで
あなたの声を市へ届けませんか

　 ID  10563　 ID  10089

渋Pay１％応援金の渋Pay１％応援金の
活用状況をお知らせします
　市は、しぶかわ電子地域通貨「渋Pay」の決済額
の１％を渋Pay加盟店に協力していただき、「将
来世代への投資」を目的とする事業に活用してい
ます。渋Ｐａｙを利用することで、子どもたちへの
支援につながります。
　詳しくは、本DＸ推進課（ＴＥＬ㉕８４１４）へ。

活用状況　令和７年度は、１,2１５万2,９3０円を「こ
ども夢基金」に積み立てて、子どもたちのために
次の３つの事業に活用しました
①学校図書館図書整備充実事業＝小中学校の図書
室の図書を購入　
②市内高校生連携事業＝高校生の放課後自習室

「すたでぃばんく」の
防犯カメラなどの購
入
③庁舎管理事業＝学
生みんなの自習室「イ
ンすたでぃほーる」の
照明器具のLED化▶

　市民などで構成する団体と市の関係者が、設定
したテーマについて意見交換を行う「チーム渋川
ミーティング」の実施を希望する団体を募集しま
す。まちづくりについて、いただいた意見などを
検討し、今後の市の施策や事業に反映させていき
ます。
　詳しくは、本広報課（ＴＥＬ㉒2１８2）へ。

募集要件　▷市内在住･在勤･在学の人で構成する
５人以上の団体　▷宗教や営利を目的としていな
い　▷苦情･要望のみを目的としていない  など
申込方法　申込書（広報課または市ホームページ
にあります）に必要事項を記入し、参加者名簿を
添えて、郵送（〒3７７－8５０１･石原8０）、ファクス（㉚
3０１8）、 メ ー ル（kouhou@city.shibukawa.gunma.
jp）または直接広報課へ
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高校生写真コンテスト～冬の部～の受賞作品が決定しました
　 ID  154２9

　市内に在住･在学の高校生を対象に、市の魅力が伝わる写真を募集する「高
校生写真コンテスト～冬の部～」を実施しました。計20作品の応募があり、
市公式Instagramでの審査の結果、次の５作品が受賞作品に選ばれました。
　詳しくは、本広報課（ＴＥＬ㉒2１８2）へ。

医療的ケア児などの
日常を収めた写真展を開催

　　 ID  15381

令和7年度に実施した
渋川市20周年記念事業を紹介
　新市誕生20周年を祝い、この節目を盛り上げる
ために実施された市民や企業、各種団体のイベン
トをパネルなどにより展示紹介します。
　詳しくは、本総合政策課（ＴＥＬ㉕８５５４）へ。

とき　５月１8日（月）～2９日（金）午前９時～午後５
時
ところ　市役所本庁舎市民ホール
内容　令和７年度に渋川市2０周年記念事業として
募集したイベントなどのパネル展示や、市のＰＲ
動画の上映など

　医療的ケアや障害のある子どもを育てる日々の
暮らしの中で感じる、喜びや、葛藤、地域とのつ
ながり、そして、子どもたちの笑顔を表現した展
示を行います。
　詳しくは、本社会福祉課（ＴＥＬ㉒2３５９）へ。

とき　６月1日（月）～５日（金）午前10時～午後４時
ところ　市役所本庁舎市民ホール
内容　医療的ケア児等保護者団体「笑って子育て
ロリポップ」による写真展。約１8０点の写真を展示
予定
入場料　無料

最優秀賞

撮影者　マイコちゃん
「光の残り火」

撮影者
金子美来さん
「水面の鳥居」

撮影者
あらきさん
「輝望の鐘」 撮影者　木暮さくらさん

「夜の街」

撮影者　野村七
な み は
海翔さん

「夜に輝く赤城健康公園」

優秀賞
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　労働力の確保、雇用の定着を
目的に市内の中小企業などが取
り組む誰もが働きやすい職場環
境づくりの費用を補助します。
　詳しくは、二商工課（ＴＥＬ㉒2５９
６）へ。

　３月市議会定例会において議決された補正予算の
事業についてお知らせします。
　詳しくは、本財政課（ＴＥＬ㉒2４１４）へ。

市民の買い物を便利にする店舗改装費用を補助します
　 ID  15407

　市民の買い物や生活の環境を改善し、店舗経営
の安定化と機能の維持･向上を図るため、店舗の
改装費用の一部を補助します。工事着工前･備品
購入前に申請が必要です。
　詳しくは、二商工課（ＴＥＬ㉒2５９６）へ。

対象店舗　市内の小売業･飲食業･生活関連サービ
ス業で、来客型店舗　※その他の要件あり
対象者　店舗改装後も事業の継続が確実で、交付
申請までに渋川商工会議所またはしぶかわ商工会
の経営相談を受けているなどの要件を満たす小規
模事業者
補助内容　内装･外装･設備（電気･水道･ガス･空調

･屋外分煙施設）･共生社会の実現を目的とする工
事費や、事業に直接関係する建物と一体で機能す
る備品購入費の一部
※消費税および地方消
費税相当額を除いた金
額（備品購入費は単価）
が3０万円以上のものに
限ります
補助率　２分の1（限
度額3０万円）　※予算
を超過した場合は抽選
申込期間　６月1日

（月）～１９日（金）

施設改装費用などを補助して働きやすい職場づくりを応援

令和8年度補正予算の概要をお知らせします
　 ID  15２88

●渋川市特別職報酬等審議会からの答申に基づき市
議会議員の議員報酬等を増額　　　 １,88９万８千円

（単位：千円）

会計名 補正前
予算額

補正
予算額

補正後
予算額

一般会計
（第１号） 39,973,000 18,898 39,991,898

対象店舗　市内に所在する店
舗、工場、事業所
※その他の要件あり
申込期限　令和９年1月2９日

（金）　※受け付けは開庁日の午
前８時3０分～午後５時１５分
〈施設整備〉
対象者　店舗の使用権限を有す
る、市税を滞納していないなど
の要件を満たす市内の本店また
は本社を有する中小企業者
補助内容　雇用者の使用を目的
とした男性用と女性用に区別さ
れたトイレなどの改装や、車椅

子専用カウンター、スロープな
どの改装
補助率　３分の２（限度額４０万円）
〈規則整備･人材育成〉
補助内容　パワハラ等の対策が
明記された就業規則などの作成
･改正、研修会などの開催･参加
補助率　２分の1（限度額５万
円･研修会などの開催の場合は
１０万円）
〈認定取得〉
補助内容　えるぼし認定または
くるみん認定の取得
限度額　１５万円

　 ID  1２156
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　市立地適正化計画に定める居住誘
導区域（市役所周辺･渋川駅周辺（図
1）または八木原駅周辺（図2））に一
定規模の住宅を新築または購入する
市民に、最大６0万円を補助します。
　詳しくは、二都市政策課（ＴＥＬ㉒20７
３）へ。

補助要件　次の全てに該当する
もの
①住宅取得の契約日の前日まで
に市へ事業計画の認定申請を行
い、認定を受けている
②市に住民登録をしてから２年
以上経過している

③ ①の認定を受けてから２年以
内および所有権保存（移転）登記
をした日から６カ月以内である
※その他の要件もあります
補助額　2０万円（加算額を含め
最大6０万円）
加算額（一部例）
▷補助対象者または配偶者など
が４０歳未満＝５万円／3０歳未満
＝１０万円　▷補助対象者と同一
世帯に１５歳以下の子どもがいる
＝子ども一人につき５万円
▷取得する住宅の所在地が市役
所周辺･渋川駅周辺＝１０万円
申請方法　申請書（都市政策課
または市ホームページにありま
す）に必要書類を添えて、都市
政策課へ　
※予算に達し次第締め切り

図 2図 1

八木原駅

渋川駅・八木原駅周辺などに住宅を取得する市民へ補助
　 ID  9554

渋川駅

　市内に住宅を新築または購入し、市外から転入し
た人へ助成金を交付します。一律５万円を助成する
ほか、各種の支援のための加算があり、最大１2８万円
（特別加算該当の場合は最大22８万円）を助成します。
　詳しくは、本市民協働推進課（ＴＥＬ㉒2４0１）へ。

対象　市内に住宅を新築または購入し、市外から転
入した人
要件　▷市に初めて住民登録をするまたは転出後1
年以上経過し再転入している　▷居住地の自治会に
加入している　など
助成額　５万円（加算額を含め最大１28万円、特別加
算該当の場合はさらに１００万円）
加算額（一部例）　▷助成対象者が４０歳未満＝１０万円
▷新築時市内業者利用＝3０万円　▷市内企業に新規
就職＝１０万円　▷市消防団に新規加入＝３万円
申請方法　申請書（市民協働推進課または市ホーム
ページにあります）に必要書類を添えて、市民協働
推進課へ　※予算に達し次第締め切り

市内に住宅を取得した
移住者を支援

遊休農地を再生利用
する農業者を支援します

　 ID  10718

　農業者などが遊休農地を再生利用する事業に
対し、補助金を交付します。
　詳しくは、二農林課（ＴＥＬ㉒2５９３）へ。

対象者　農業者、
複数の農業者で構
成される農業者組
織、農業参入する
企業など
対象農地　市内の
遊休農地で、譲渡
または使用貸借して５年以上耕作する農地
対象経費　草木の処分、整地など再生利用する
事業に必要な経費
補助額　１０アール当たり５万円～1万５,０００円
※補助額は条件により異なります
申請方法　事業開始前に、申請書に必要書類を
添えて農林課へ
※予算に達し次第締め切り

　 ID  3794
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住宅耐震化支援として無料耐震診断と耐震改修費補助を行います
　

未経験者向けの
「農業ふれあい体験事業」を実施

　 ID  115２8　 ID  11170

危険ブロック塀等の
除却費用を補助します
　地震発生時に伴う危険ブロック塀等の倒壊によ
る人命被害を防ぐため、道路に面する危険ブロッ
ク塀等の除却費用の一部を補助します。工事着工
前の申請が必要です。
　詳しくは、二建築住宅課（ＴＥＬ㉕７１９１）へ。

対象者　①危険ブロック塀等の所有者またはその
相続人（他にも要件があります）
②市税を滞納していないこと
対象ブロック塀等　個人が所有するもの、道路に
沿って設置されているもの　など
補助要件　次の全てに該当するもの
▷危険ブロック塀等または危険ブロック塀等と同
時に基礎を全て除却するもの
▷除却後安全が確認されるもの
▷市内の事業者に発注するもの
▷工事着手前（着工前）であること
補助額　除却費用の２分の1（上限５万円）
申込方法　申請書（建築住宅課または市ホームペ
ージにあります）に必要書類を添えて建築住宅課
へ
申込期間　随時　※予算に達し次第締め切り

　農業未経験の人が農業に触れる機会として実施
します。土づくり、種まきから野菜の収穫、畑の
片付けまで、農作業の一連の流れを体験できます。
　詳しくは、二農林課（ＴＥＬ㉒2５９３）へ。

体験期間　７月～令和９
年1月
ところ  半田地内の農地
対象  市内外を問わず、
農業未経験者で農業に関
心のある人で、平日に体
験可能な人　※家族やグループでの参加も可
※昨年参加した人は原則参加不可
募集人数　2０組程度（抽選）
参加料　５,０００円（その他、作業靴や軍手など作業
に必要なものは各自で準備）
申込方法　住所･氏名･年齢･電話番号･グループの
場合は合計人数をメール（ninaite@city.shibukawa.
gunma.jp）または電話で農林課へ
申込期限　５月１５日（金）
その他　▷栽培する農作物の種苗は市が用意しま
す　▷申込者へ６月中に説明会を実施します

　木造住宅の耐震診断、耐震改修
工事および耐震シェルター等設置
工事に補助を行います。
　詳しくは、二建築住宅課（ＴＥＬ㉕
７１９１）へ。

〈無料耐震診断〉
主な要件　次の全てに該当する住宅
▷昭和５6年５月以前に建てられた
個人が所有する住宅
▷２階建て以下の木造住宅または
木造併用住宅（住宅部分が半分以
上）
▷居住している、または居住しよ
うとする住宅
ホームページID　１５７０

〈耐震改修費補助〉
　「耐震改修工事」と「耐震シェ
ルター等の設置」の２種類があ
ります。詳しくは、下表を確認
してください。いずれもその他
の条件がありますので、事前に
建築住宅課に問い合わせてくだ
さい。

申込方法　申請書（建築住宅課
または市ホームページにありま
す）に必要書類を添えて、建築
住宅課へ
申込期間　随時　※予算に達し
次第締め切り
ホームページID　１５6９（耐震改
修工事）･５７26（耐震シェルター）

工事の種類 建物の要件 要件 補助額

耐震改修
工事

耐震診断の結果、
耐震不足と診断
された平屋建て
または２階建て
の木造住宅（上部
構造評点が1.0
未満のもの）

所定の要件を満たす建築士が
耐震診断、耐震補強設計、工
事監理するもの

改修費用の
5分の4以内

（限度額115万円）

耐震
シェルター
等の設置

次のいずれかに該当するもの
▷65歳以上の高齢者のみの世帯
▷障害のある人を含む世帯

設置費用の
2分の1以内

（限度額30万円）
※耐震シェルターは申請してから補助金確定まで時間がかかります
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